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18かしはら市議会だより

お
り
、
継
続
し
て
い
き
た
い
。

全
員
正
職
員
に
で
き
な
く
て

も
、
給
料
面
で
ボ
ー
ナ
ス
的
な
も

の
を
渡
す
な
ど
、
職
場
環
境
を
変

え
る
努
力
を
し
て
も
ら
い
た
い
が
。

報
酬
、
賃
金
体
系
の
見
直
し

は
、
３
年
に
１
度
の
サ
イ
ク
ル
で

行
っ
て
い
る
。
平
成
30
年
度
の
改

正
に
向
け
29
年
度
に
金
額
の
見
直

し
を
行
い
、
平
成
30
年
３
月
定
例

会
で
上
程
し
た
い
。
国
の
動
向
、

社
会
情
勢
を
見
る
と
、
今
の
賃
金

水
準
で
は
少
し
物
足
り
な
い
。
優

秀
な
人
材
を
確
保
す
る
と
い
う
観

点
か
ら
処
遇
改
善
に
積
極
的
に
取

り
組
み
た
い
。

一般質問

廣
井　

一
隆

廣
井　

一
隆

（
錬
政
）

国

民

健

康

保

険

柔
道
整
復
・
は
り
・

き
ゅ
う
・
施
術
療
養
費

医
療
費
の
高
騰
が
取
り
沙
汰

さ
れ
て
い
る
が
、
本
市
の
医
療
費

の
推
移
は
。

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
の

保
険
給
付
費
か
ら
審
査
支
払
手
数

料
等
を
除
く
と
、
平
成
27
年
度
決

算
額
95
億
２
９
５
万
円
、
28
年
度

88
億
９
，
３
１
４
万
円
で
、
対
前

年
度
比
６
．
４
％
の
減
。
奈
良
県

後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
の
本

市
の
医
療
費
は
、
27
年
度
決
算
額

１
２
６
億
５
，
３
９
２
万
３
千
円
、

28
年
度
１
３
４
億
６
，
５
１
５
万

８
千
円
、
審
査
支
払
手
数
料
等
は

含
ん
で
お
ら
ず
対
前
年
度
比
６
．

４
％
の
増
で
あ
る
。

保
険
給
付
費
の
適
正
化
事
業

で
は
、
ど
の
よ
う
な
対
策
を
実
施

し
て
い
る
の
か
。

奈
良
県
国
民
健
康
保
険
団
体

連
合
会
（
連
合
会
）
は
、
全
国
か

ら
送
ら
れ
る
県
内
市
町
村
の
国
保

被
保
険
者
の
請
求
書
に
当
た
る
診

療
報
酬
明
細
書
（
レ
セ
プ
ト
）
を

市
町
村
ご
と
に
分
け
て
、
請
求
者

に
仮
払
い
を
す
る
。
そ
れ
か
ら
各

市
町
村
に
請
求
し
て
、
市
町
村
が

連
合
会
に
請
求
額
を
支
払
う
。
そ

の
間
、
連
合
会
は
仮
払
い
を
し
た

レ
セ
プ
ト
の
内
容
点
検
を
実
施
す

る
。
１
次
点
検
で
請
求
点
数
に
誤

り
が
な
い
か
機
械
点
検
を
実
施
し
、

２
次
点
検
で
点
検
審
査
員
に
よ
り
、

保
険
適
用
外
の
治
療
を
保
険
請
求

し
て
い
な
い
か
等
の
内
容
点
検
を

行
う
。
誤
り
が
あ
れ
ば
レ
セ
プ
ト

を
返
戻
し
て
、
該
当
す
る
請
求
額

を
次
回
の
請
求
か
ら
相
殺
す
る
。

療
養
費
は
、
２
次
点
検
が
な
い
か

わ
り
に
審
査
会
が
あ
り
、
１
次
点

検
が
終
わ
り
、
審
査
会
を
通
れ
ば

支
払
わ
れ
る
。
相
殺
の
考
え
方
は

同
じ
で
あ
る
。

保
険
給
付
費
全
体
の
う
ち
、

柔
道
整
復
・
は
り
・
き
ゅ
う
・
あ

ん
ま
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
の
施
術

療
養
費
の
割
合
は
。

手
数
料
等
を
差
し
引
い
た
金

額
で
27
年
度
が
０
．
79
％
で
あ
る
。

28
年
度
は
対
前
年
度
比
で
、
柔
道

整
復
15
％
減
、
あ
ん
ま
・
マ
ッ
サ

ー
ジ
57
％
減
、
は
り
・
き
ゅ
う
が

ほ
ぼ
横
ば
い
で
あ
る
。
全
体
に
占

め
る
割
合
は
、
０
．
84
％
で
あ
る
。

ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
で
、

施
術
療
養
費
が
減
少
し
た
の
か
。

本
市
は
、
独
自
に
資
格
を
持

っ
た
専
門
の
点
検
員
を
雇
用
し
て

２
次
点
検
を
行
っ
て
お
り
、
施
術

所
の
開
設
等
に
関
す
る
権
限
移
譲

も
県
か
ら
受
け
て
い
る
。
点
検
の

結
果
、
疑
義
が
あ
れ
ば
施
術
所
に

連
絡
し
て
、
疑
義
内
容
を
伝
え
た

上
で
レ
セ
プ
ト
を
返
戻
し
て
い
る

こ
と
、
ま
た
、
権
限
移
譲
に
よ
り

施
術
者
の
在
籍
等
を
管
理
し
て
い

る
こ
と
等
の
指
導
の
実
践
に
よ
り
、

適
正
化
が
図
れ
て
い
る
。

ど
の
よ
う
な
指
導
を
事
業
者

に
し
て
い
る
の
か
。

２
次
点
検
を
行
う
こ
と
で
、

長
期
継
続
施
術
等
を
指
摘
し
て
返

戻
し
て
お
り
、
施
術
所
の
施
術
者

の
登
録
業
務
を
行
い
無
資
格
な
施

術
を
防
い
で
い
る
。
施
術
所
が
広

告
で
募
集
し
た
施
術
補
助
者
に
マ

ッ
サ
ー
ジ
を
さ
せ
る
ケ
ー
ス
は
訪

問
指
導
し
、
確
認
し
て
い
る
。
今

後
も
適
正
化
の
た
め
継
続
す
る
。

同
意
書
や
指
示
書
を
書
き
た

く
な
い
と
い
う
医
師
が
存
在
す
る

よ
う
な
話
を
多
々
聞
い
て
い
る
が
、

認
識
し
て
い
る
の
か
。

市
は
認
識
し
て
い
な
い
。

同
意
書
、
指
示
書
は
、
な
か

な
か
医
師
に
書
い
て
も
ら
え
て
い

な
い
と
思
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
治
療

や
療
養
の
方
法
を
市
民
が
選
択
で

き
る
は
ず
で
あ
る
が
、
選
択
肢
を

無
く
し
、
利
用
し
に
く
い
状
況
を

ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

仮
に
指
示
書
や
同
意
書
を
書

か
な
い
と
い
う
医
師
が
存
在
す
れ

ば
、
個
人
の
症
状
の
緩
和
が
進
ま

ず
、
市
民
の
利
便
性
を
奪
う
こ
と

に
な
る
。
市
民
か
ら
苦
情
が
あ
れ

ば
、
詳
し
く
状
況
を
把
握
し
、
市

民
の
要
望
に
基
づ
い
て
対
応
を
考

え
る
必
要
が
あ
る
。
施
術
所
の
加

入
団
体
も
多
数
あ
る
た
め
、
施
術

所
が
一
体
と
な
り
、
医
師
会
や
同

意
書
を
書
か
な
い
医
師
に
要
望
書

を
出
す
の
が
良
い
の
で
は
な
い
か
。

介

護

保

険

の

総
合
事
業
に
移
行
し
て

現

在

の

状

況

は

総
合
事
業
へ
移
行
し
て
、
１

年
間
の
利
用
者
数
の
変
化
は
。

介
護
保
険
の
地
域
支
援
事
業

は
総
合
事
業
も
含
ま
れ
、
高
齢
者

が
要
介
護
状
態
等
に
な
る
こ
と
の

予
防
や
軽
減
等
を
目
的
と
し
、
日

常
生
活
の
支
援
の
た
め
の
施
策
を

総
合
的
か
つ
一
体
的
に
行
う
。
28

年
度
実
績
は
、
総
合
事
業
で
の
訪

問
介
護
利
用
者
数
は
延
べ
約
５
，

６
０
０
件
、
う
ち
、
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー
の
利
用
が
延
べ
約
９

４
０
件
、
通
所
介
護
は
延
べ
約
８
，

４
０
０
件
の
利
用
者
数
で
あ
る
。

何
か
効
果
は
あ
っ
た
の
か
。

総
合
事
業
の
開
始
に
伴
い
、

訪
問
・
通
所
介
護
の
み
利
用
の
際

は
、
介
護
認
定
申
請
の
必
要
は
な

く
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
で
要
支
援

相
当
か
認
定
す
る
。
通
常
の
介
護

認
定
審
査
で
は
、
約
１
カ
月
か
か

保険医療課
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